
2024年1月31日

（業務名）自動体外式除細動器（AED）賃貸借（リース）契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（公告/公示日：2024年1月18日／公告番号：23a00884）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1 P.10 2.機種　6.機能・性
能

１）当該入札機種はメーカー指定でしょうか？
２）弊社が応札を予定している別メーカー製品は同等品としてお認めいただけますでしょ
うか？

本調達では、調達対象機種については銘柄指定（日本光電株式会社製　AED-3100シリーズカルジオライ
フ）としており、その他の銘柄は対象外となります。

2 入札公告
入札説明書
業務仕様書
契約仕様書
経費に掛かる留意点
賃貸借契約書

「リース」とありますが、弊社は、ＡＥＤを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可
を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいで
しょうか。

問題ありません。

3
P.10

契約仕様書　2 機種
(3)

「電極パッド」「待機寿命4年以上」とありますが、仕様書6（21）に記載いただいている
通り、約2年程度の寿命の電極パッドをお付けすることでよいでしょうか。

問題ありません。

4

P.10

契約仕様書　2 機種
(4)

AED-3100の記載があり「キャリングケース」とありますが、メーカー純正品とデザインは
異なりますが、機能は同じ(AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納)弊社製の
キャリングケース（AE-D3204）でもよろしいでしょうか。

機能が同じ（該当のキャリングケース（AE-D3204）がAED本体（AED3100）,予備電極パッド、レスキュー
キット等収納可能）であればデザインが異なっていても問題ありません。

5

P.10

契約仕様書　2 機種
(8)、6 機能・性能
(15)

「リモート通信端末」「リモート監視システムを有すること」とありますが、オンライン
監視により、消耗品の交換時期等をWeb上で確認することができ、異常がある場合はメー
ル通知とあわせて弊社コールセンターから電話連絡させていただき、ＡＥＤの異常内容を
お客様に確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。

また上記対応に加え、ＡＥＤの稼動状態（ＡＥＤ本体の故障、パッドの使用期限、バッテ
リー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミング
を「毎月」「隔月」「年１回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠
隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。

また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも 改
善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。

リモート監視システムについては、ご理解の通りです。
上記を満たしていればAEDが問題なく稼働している際の定期レポートの提出は必須ではありません
設置場所の電波状況が悪い場合の設置場所の協議は可能です。

6

P.10

契約仕様書　6 機
能・性能(12)

「コーチングする機能」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はＡＥＤに付帯する簡
易取扱説明書に図示され、ＡＥＤからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生
を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧
迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分間が経過し心肺
蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り5回です。体から離れてくださ
い。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。
上記が参考品のAED-3100の仕様です。

ご理解の通りです。

7

P.11

契約仕様書　6 機
能・性能(19)

「耳マークの複製・利用について承諾を得たAED等」とありますが、参考品の日本光電工
業㈱製AED-3100は耳マークを取得しておりませんが、AED本体の表示パネルにてパッド指
示ランプでパッドの装着を判断する事が可能であり、操作ガイダンスの簡易説明書を付属
しておりますが、仕様を満たすという認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

8

P.11

契約仕様書　7 その
他(3)～(5)

消耗品の「交換」とありますが、
消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置
先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返
送頂く運用でよろしいでしょうか。
ＡＥＤ使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、復旧に必要な新しい消耗品と交換
要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返
送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

ご記載の運用で問題ありません。



9 P.11

P.15

P.21

契約仕様書　7 その
他(6)
賃貸借契約書　第12
条
別表(7)

「盗難等の保険」「動産総合保険を付保すること」とありますが、動産総合保険同等以上
を保証するのであれば、加入は不要でよろしいでしょうか。

動産保険同等以上の保証がされていることを確認させていただき、不足がある場合は必要な対応をお願い
することになります。

10

P.13

賃貸借契約書　第12
条

「物件が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つように保守、点検」とあり
ますが、保守の内容は定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替
機準備、加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24時間365
日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。

また、点検に関しては、平成21年4月16日厚生労働省通知「自動体外式除細動器（AED）の
適切な管理等の実施について」で求められるのは、①ステータスインジケーターのチェッ
ク、②パッドの使用期限チェック、③バッテリ残量のチェックであり、応札予定の
AED3100はセルフテストで十分に対応していますので弊社人員による定期点検は不要とさ
せていただいてよろしいでしょうか。

ご記載の通りで問題ございません。

11

P.15

賃貸借契約書　第12
条

「物件を修繕」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡
いただくことで、状況を確認のうえ機器交換を行い、原状復帰しますがよろしいでしょう
か。修理ではなく機器交換で対応します。

修繕には機器交換も含まれます。

12

P４

５．競争参加資格
（３）共同企業体、
再委託について

再委託は原則禁止となっておりますが、消耗品などの交換対応を行う場合に、専門業者に
委託することは承諾いただけますでしょうか。

入札説明書に記載のとおり、発注者からの承諾を前提に可能です。

13 P１３

P１０

契約書案　第3条
物件の使用管理
仕様書案　６性能・
機能

契約書上、今回の調達機器に保守は含まれていないように見受けられますが、仕様書上、
交換・修理等の対応が求められています（仕様書項番６．機能・性能）。
これは製品保証を想定しており、あくまでメーカー側の責任で交換・修理を実施するとい
う認識でよろしいでしょうか。※薬機法の兼ね合いで大多数のリース会社は原則、交換・
修理ができないため、お伺いいたしました。

製品の保証を想定しています。

14
P１８

契約書案　物件の返
還

満了時の撤去においては、撤去対象物件を1か所に集約いただくことは可能でしょうか。 回収は二カ所（麹町と大手町）でお願いします。

15

P.12 

入札金額について 入札書記載額の、月額あるいは総額、税抜あるいは税込についてご教示ください。
※前述のとおり、利用者登録が出来ていないため、電子入札サイトの確認ができず、入札
額記載方法がわかりかねるため、お聞きしました。

ご指摘ありがとうございました。下記の入札説明書の訂正項番2をご確認ください。

通番 該当項 該当項目 訂正前 訂正後

1 P.．9

第２　業務仕様書
（案）
１．件名

自動体外式除細動器（AED）賃貸借（リース）契約 自動体外式除細動器（AED）賃貸借（リース）契約
（機種 AED-3100 シリーズカルジオライフ（日本光電株式会社））

2 P.12 

第３ 経費に係る留
意点
１，（１）経費の費
目構成

賃貸借（リース）料単価を設定し、7 セット（台）を乗じ算出ください。 以下の通り1台当たりかつ1月当たり単価（税抜き）を設定し、台数及び月数を乗じたものを入札金額（税
抜き）としてください。

入札説明書の訂正


